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が
あ
る
。
保
存
さ
れ
た
文
書
は
整
理
さ

れ
、
不
要
な
文
書
は
廃
棄
さ
れ
る
。

 

フ
ァ
イ
リ
ン
グ

　

処
理
の
終
わ
っ
た
文
書
は
、
起
案
者

に
返
還
し
保
管
す
る
。
こ
の
場
合
は
文

書
の
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
保
存
を
主
務
部

課
で
行
な
う
こ
と
に
な
る
。

　

文
書
に
は
総
務
、
業
務
、
経
理
関
係

と
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら

は
さ
ら
に
細
か
く
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
例
え
ば
総
務
に
関
す
る
文
書
に

は
、
定
款
や
諸
規
定
な
ど
の
組
合
運
営

の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
文
書
、
許

認
可
や
届
出
に
か
か
わ
る
文
書
、
組
合

員
の
加
入
・
脱
退
に
か
か
わ
る
文
書
、

そ
の
他
一
般
庶
務
に
か
か
わ
る
文
書
な

ど
が
あ
る
。
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
あ
た
っ
て

は
、
文
書
の
内
容
を
細
分
化
し
、
必
要

な
と
き
に
、
必
要
な
文
書
が
取
り
出
せ

る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
が
、
い
く
ら
で
も
細
分
化
す
れ
ば
よ

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
組
合
の
事

業
規
模
、
文
書
の
量
な
ど
に
応
じ
て
、

最
も
使
い
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

保
存
・
廃
棄

　

フ
ァ
イ
ル
さ
れ
た
文
書
は
、
当
該
事

業
年
度
中
は
担
当
部
署
に
お
い
て
保
管

部
文
書
を
問
わ
ず
文
書
係
が
こ
れ
を
受

け
取
る
。
文
書
処
理
は
、
外
部
か
ら
の

文
書
で
回
答
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
問
題
に
応
じ
て
担
当
者
に
よ
る
回

答
の
作
成
（
起
案
）
が
な
さ
れ
る
。
内

部
文
書
に
つ
い
て
は
発
案
者
が
案
文
を

作
成
（
起
案
）
す
る
。
起
案
し
た
文
書

は
稟
議
に
付
さ
れ
た
の
ち
、
役
員
の
承

認
（
決
裁
）
が
与
え
ら
れ
る
。
文
書
の

決
裁
権
は
、
そ
の
重
要
度
に
応
じ
て
下

位
の
者
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

決
裁
を
受
け
た
文
書
は
、
と
く
に
理

事
会
な
ど
に
付
議
を
要
し
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
こ
で
確
定
す
る
。
案
文
が

確
定
し
て
発
送
す
る
場
合
に
、
案
文
を

清
書
す
る
こ
と
を
浄
書
、
案
文
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
浄
書
さ
れ
た
文
書
に
誤
り

が
な
い
か
確
認
す
る
こ
と
を
校
合
と
い

う
。
校
合
の
の
ち
、
発
送
さ
れ
る
と
文

書
は
完
結
す
る
。

　

起
案
あ
る
い
は
発
送
さ
れ
た
文
書
の

控
え
は
必
ず
組
合
に
残
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
、
完
結
し
た
文
書
は
フ
ァ
イ
リ

ン
グ
さ
れ
保
存
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文

書
に
は
、
一
定
の
期
間
を
過
ぎ
る
と
事

務
的
に
は
全
く
利
用
価
値
を
失
う
も
の

　

組
合
の
事
務
は
、
総
会
や
理
事
会
な

ど
の
組
合
の
意
思
決
定
に
か
か
わ
る
段

階
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
く
事
業
の
実
施

や
会
計
処
理
の
段
階
ま
で
、
組
合
活
動

の
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
に
お
い
て
存
在
し
、

そ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
を
も
ち
、
全
体

と
し
て
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て

組
合
の
組
織
運
営
や
業
務
を
統
制
し
て

い
る
。
事
務
が
い
か
に
円
滑
か
つ
正
確
に

行
な
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
組
合
の
活
動

は
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。

　

組
合
事
務
を
大
別
す
る
と
、
業
務
、

総
務
、
経
理
に
関
す
る
も
の
に
大
別
さ

れ
多
様
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
総
て
、
原
則
と
し
て
文
書
に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
る
の
で
、
文
書
の
取
り
扱

い
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
以
下
総
務

に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
述
べ
る
。

 

文
書
処
理
の
手
続
き

 　

文
書
は
次
の
手
続
き
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
①
文
書
の

接
受
②
文
書
の
処
理
（
起
案
、
決
裁
を

含
む
。）
③
文
書
の
浄
書
、
校
合
、
発
送

④
文
書
の
保
存
、
廃
棄
で
あ
る
。

　

文
書
の
接
受
と
は
、
外
部
文
書
、
内

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
事
業
年
度
終
了
と

と
も
に
さ
ら
に
安
全
に
保
管
さ
れ
る
。

し
か
し
、
フ
ァ
イ
ル
に
は
過
去
に
遡
っ
て

常
に
参
照
す
る
も
の
と
、
事
業
年
度
が

終
了
す
る
と
ほ
と
ん
ど
参
照
し
な
い
も

の
と
が
あ
る
。
当
該
事
業
年
度
か
ぎ
り

で
将
来
参
照
す
る
必
要
の
な
い
も
の
は

年
度
ご
と
に
区
分
し
て
保
存
し
、
参
照

す
る
頻
度
の
高
い
も
の
は
事
業
年
度
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
２
年
、
３
年
な

ど
必
要
に
応
じ
て
年
度
を
こ
え
て
フ
ァ

イ
ル
し
、
一
定
の
分
量
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
保
存
す
る
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で
あ

る
。

　

文
書
に
は
、
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
、

事
業
年
度
の
終
了
と
と
も
に
不
要
と
な

る
も
の
、
一
定
の
期
間
保
存
が
必
要
と
な

る
も
の
、
組
合
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
永

久
保
存
す
る
必
要
な
も
の
が
あ
る
。
総

務
文
書
の
保
存
期
間
は
、
労
務
関
係
を

除
い
て
、
概
ね
12
ペ
ー
ジ
の
「
事
務
文

書
の
保
存
期
間
の
目
安
」
を
参
考
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

文
書
保
存
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き

点
は
、
保
存
状
態
を
よ
く
保
つ
と
と
も

に
、
索
引
や
ラ
ベ
ル
を
付
し
て
必
要
な

書
類
が
直
ち
に
取
り
出
せ
る
よ
う
に
整

理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

保
存
期
間
の
経
過
し
た
文
書
は
廃
棄

処
分
に
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄
の
際
に

　

組
合
の
文
書
（
保
存
と
廃
棄
）
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退
に
関
す
る
規
定
⑦
出
資
一
口
の
金
額

及
び
そ
の
払
込
み
の
方
法
⑧
経
費
の
分

担
に
関
す
る
規
定
⑨
剰
余
金
の
処
分
及

び
損
失
の
処
理
に
関
す
る
規
定
⑩
準
備

金
の
額
及
び
そ
の
積
立
の
方
法
⑪
役
員

の
定
数
及
び
選
挙
又
は
選
任
に
関
す
る

規
定
⑫
事
業
年
度
⑬
公
告
の
方
法

▼
規
約
（
組
合
は
、
定
款
及
び
規
約
を

各
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。）

▼
理
事
会
の
議
事
録
（
組
合
は
理
事
会

の
日
か
ら
10
年
間
、
理
事
会
の
議
事
録

を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。）

▼
総
会
の
議
事
録
（
組
合
は
、
総
会
の

会
日
か
ら
10
年
間
、
総
会
議
事
録
を
そ

の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。）

▼
会
計
帳
簿
等
（
組
合
は
正
確
な
会
計

帳
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

（
組
合
は
、
会
計
帳
簿
の
閉
鎖
の
時
か
ら

10
年
間
、
そ
の
会
計
帳
簿
及
び
そ
の
事

業
に
関
す
る
重
要
な
資
料
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

＊
組
合
の
会
計
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と

認
め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行
に
従
う
も
の

と
す
る
。

＊
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
債

権
者
に
つ
い
て
の
閲
覧
等
の
規
定
は
設

け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
組
合
員
の
１
０
０

２ 　

組
合
は
、
組
合
員
名
簿
を
主
た
る

事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３ 　

組
合
員
及
び
組
合
の
債
権
者
は
、

組
合
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
取
扱
時

間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
ぎ
に
掲
げ
る

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
組
合
は
、
正
当

な
理
由
が
な
い
の
に
こ
れ
を
拒
ん
で
は

な
ら
な
い
。

　

①  

組
合
員
名
簿
が
書
面
を
も
っ
て

作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

　
　
〈
以
下
省
略
〉

　

こ
の
よ
う
に
、
組
合
は
、
組
合
員
名

簿
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
き
、
組

合
員
及
び
組
合
の
債
権
者
が
閲
覧
・
謄

写
の
請
求
を
し
た
場
合
に
は
正
当
な
理

由
が
な
い
の
に
こ
れ
を
拒
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
以
下
の
定
款
、
規
約
、
理
事
会

の
議
事
録
、
総
会
の
議
事
録
、
決
算
関

係
書
類
等
に
つ
い
て
組
合
法
で
は
概
ね

お
な
じ
取
り
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
組
合
が
個
人
情
報
の
保
護
を

理
由
と
し
て
閲
覧
・
謄
写
を
拒
否
す
る

こ
と
は
正
当
な
理
由
に
は
該
当
し
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

▼
定
款
（
①
事
業
②
名
称
③
地
区
④
事

務
所
の
所
在
地
⑤
組
合
員
た
る
資
格
に

関
す
る
規
定
⑥
組
合
員
の
加
入
及
び
脱

は
、
企
業
秘
密
に
関
す
る
も
の
や
個
人

情
報
に
関
す
る
も
の
等
文
書
の
内
容
に

よ
っ
て
は
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
る
な
ど

の
措
置
を
行
な
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

備
え
置
き
・
閲
覧
等

　

こ
れ
ら
の
他
に
、
組
合
法
に
よ
り
作

成
を
義
務
付
け
ら
れ
、
事
務
所
に
備
え

置
き
、
組
合
員
や
組
合
の
債
権
者
の
請

求
が
あ
れ
ば
閲
覧
等
に
供
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
主
な
も
の

は
次
の
と
お
り
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
も
の

が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場

合
を
述
べ
る
。

▼
組
合
員
名
簿
（
＊
組
合
は
、
組
合
員

名
簿
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

＊
こ
の
こ
と
を
、
組
合
法
の
条
文
に
沿
っ

て
み
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
組
合
員
名
簿
の
作
成
、
備
置
き
及
び
閲

覧
等
）

第 

10
条
の
２　

組
合
は
、
組
合
員
名
簿

を
作
成
し
、
各
組
合
員
に
つ
い
て
次

ぎ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

① 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居

所

　

②
加
入
の
年
月
日

　

③ 

出
資
口
数
及
び
金
額
並
び
に
そ
の

払
込
年
月
日

分
の
３
以
上
の
同
意
を
得
て
、
組
合
に

対
し
て
、
そ
の
業
務
取
扱
時
間
内
は
、

い
つ
で
も
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄

写
の
請
求
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
組
合
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の

に
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

▼
決
算
関
係
書
類
等
（
①
財
産
目
録
②

貸
借
対
照
表
③
損
益
計
算
書
④
剰
余
金

処
分
案
又
は
損
失
処
理
案
⑤
事
業
報
告

書
）（
組
合
は
各
事
業
年
度
に
お
け
る
決

算
関
係
書
類
及
び
事
業
報
告
書
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）（
組
合
は
決

算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
時
か
ら
10
年

間
、
当
該
決
算
関
係
書
類
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。）（
組
合
は
、
各
事

業
年
度
に
係
る
決
算
関
係
書
類
及
び
事

業
報
告
書
を
、
通
常
総
会
の
日
の
２
週

間
前
の
日
か
ら
５
年
間
、
主
た
る
事
務

所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

＊
決
算
関
係
書
類
及
び
事
業
報
告
書
の

謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
請
求
者
は
、
当

該
組
合
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

◎
詳
細
に
つ
い
て
は

指
導
相
談
室

℡
０
４
３・
２
４
２・３
２
７
７

松
戸
支
所

℡
０
４
７・３
６
８・３
９
９
２

■ 組合Q&A
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事務文書の保存期間の目安
分　類 保　存　文　書 保存

期間 摘　　要

一　
　

般　
　

関　
　

係

a 会　議 １．総会議事録 10年 組合法等
２．委員会議事録 ５年
３．その他会議に関する書類 ３年

ｂ 外部関係 １．外部諸団体に関する加入書類 永久
２．外部諸団体との連絡等に関する書類 ３年
３．その他外部諸団体に関する書類 ３年

C 儀式典礼 １．儀式典礼に関する重要書類 永久
２．慶弔に関する書類 １年

d 通信 １．郵便物の発・受信及び郵送料金に関する書類 ３年 金券等含む
２．受信簿 ３年
３．受信に関する書類 １年

e その他 １．組合の発行文書（組合案内、記念誌、広報誌等） 永久
２．業務日誌 ５年
３．寄附金、賛助金、贈与に関する書類 ３年
４．決裁等その他雑文 １年

役
員

役員 １．役員名簿 永久
２．理事会議事録 10年 組合法等
３．役員選挙及び関係書類 ５年

定
款
等

a 法令 １．関係法令に関する書類 永久
２．訴訟、訴願に関する書類 永久

b 定款 １．定款の制定及び改廃に関する書類 永久

C 規約、規定 １．規約、規定集類 永久
２．規約、規定の設定及び改廃に関する書類 永久

行
政
関
係

行政関係 １．許認可、出願及び届出に関する書類 永久
２．指令及び諸令達書 永久
３．登記関係書類 永久
４．行政庁、系統機関等連絡交渉に関する書類 ３年

契
約

契約 １．重要な契約、協定、覚書等 永久
２．軽易な契約、協定、覚書等 ３年

統
計

統計・調査 １．統計表、調査結果 永久
２．統計及び調査に関する個票等その他書類 ３年

組　

織

a 組織 １．機構等に関する書類 永久
２．組合暦に関する書類 永久 授賞等含む

b 印章 １．代表者印、組合印、並びにその改廃書類 永久
２．押印簿 ３年

会
員

a 出資 １．組合員名簿、持分に関する書類 永久
b 組合員 ２．加入脱退に関する書類 永久

人　
　

事

人事 １．職員名簿 永久
２．職員の異動に関する書類 永久
３．職員の採用、退職、待命等に関する書類 永久
４．職員の身分及び賞罰に関する書類 永久
５．職員の出勤、出張、休暇等に関する書類 ３年
６．賃金台帳及び労働者名簿 ３年 労基法
７．昇給等に関する書類 10年
８．給料、手当、賞与等に関する書類 10年
９．退職金、慰労金等に関する書類 10年
10．その他人事関係書類 ５年

注：労務、保険・年金、会計・税務等根拠法のあるものはそれに従う。




